
 

 

 

飾区消費生活条例第２７条の規定に  

基づく諮問に対する中間答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 ２１ 年 ６ 月 

飾区消費生活対策審議会  

 



 1

 

中間答申を行うにあたって 

 

 

平成２０年７月９日付けで 飾区長から「 飾区の消費者行政のあり方に   

ついて－主として消費者被害の未然防止の視点から－」ということで諮問

があった。審議の結果、本諮問の答申期限は平成２２年３月３１日までで

あるが、昨年の４月から 飾区消費生活条例が施行されており、この条例 

を効果的に運用していくためには、あまり時間をおかずに当審議会の考え

方を 飾区の消費者行政に反映させていくべきとの結論に至り、中間的な 

答申を行うこととした。 

 

 

                       飾区消費生活対策審議会  
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飾区の 消費者行政のあり方について 
              ～主として消費者被害の未然防止の視点から～ 
                             
１ 消費者問題の発生・拡大と消費者行政の展開 
   わが国で消費者問題が大きな社会問題として意識されるようになってから、
およそ半世紀の年月が経過している。その間、消費者問題は拡大し、内容も

多様化・複雑化している。消費者問題の解消に向けて、国や自治体も制度を

作ったり、さまざまな施策を講じて来た。特に、１９９０年代以降の規制改

革の流れのなかで、国も消費者政策に積極的に取り組むようになり、消費者

問題の解消のための諸制度や諸施策は、従来と比べれば一新されつつある。

とはいえ、消費者被害は一向に減少する気配をみせていない。国や東京都の

取り組みを視野に入れつつ、 飾 区は、工夫を凝らし、実効性のある施策を

実行していかなければならない。 
   飾 区民は、東京都民でもあり、日本国の国民でもあるので、国や東京都

の消費者行政の軌跡を辿っておくことにする。 
  わが国で消費者問題が社会問題として広く認識され始めたのは６０年代で

あり、当時は欠陥商品、不当表示、物価の問題が主であった。７０年代に入

って、悪質商法、契約をめぐるトラブル・被害が大きな問題となり、消費者

問題は拡大する。消費者問題の解決に向けて、国や地方自治体が取り組みを

開始するのも６０年代である。例えば、東京都は、全国に先がけて６１年（昭

和３６）に、都道府県で初めて消費者問題に係わる専管課を設置し、消費者

行政に取り組み始めた。国は、６８年（昭和４３）に消費者行政・消費者政

策の指針を定める消費者保護基本法を定め、翌年６９年（昭和４４）に地方

自治法を改正し、「消費者の保護」を地方自治体の事務として明示した。これ

を契機に、地方自治体の消費者行政は、行政組織の整備を始めとして急速な

展開を見せる。例えば、東京都は、石油危機直後の物不足、物価高騰を契機

にして７５年（昭和５０）に消費生活条例（略称）を制定し、以後、消費者

の権利を掲げ、都民の参加と協力を前提とする条例を基本に据えて、消費者

行政を活発に展開して現在に至っている。 
   その後、２０世紀最後の四半世紀から今世紀にかけて、国際化、ＩＴ化、
高齢化、環境問題の深刻化など、消費者を取り巻く環境は大きく変化し、消

費者問題は拡大し、その内容も複雑・多様化している。消費者被害・トラブ

ルも増加傾向にある。消費者行政は、このような社会経済情勢の大きな変化

に対応した展開が必要とされることになった。東京都では、８０年代中頃よ

り、消費生活対策審議会が、情報化、高齢化、消費のサ－ビス化、環境問題
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の深刻化など社会経済環境の変化に伴う問題状況を的確に把握する努力を重

ね、各種の提言を行い、必要に応じた条例改正を度々提言してきた。実際に

も、提言された施策の実施、条例の改正を相次いで実施してきている。国の

対応はこれよりも遅れ、国が積極的に消費者政策・消費者行政に取り組み始

めるのは、９０年代に入ってからである。それまでは、消費者問題への国の

取り組みは必ずしも積極的ではなかった。９０年代以降の規制改革の流れの

なかで、製造物責任法、消費者契約法の制定、特定商取引法・割賦販売法の

相次ぐ改正、消費者団体訴訟制度の導入など重要な消費者関係法制の整備が

短期間の間に進められ、「立法ラッシュ」の様相を呈している。消費者政策の

指針を定める基本法も３６年ぶりに大改正され消費者基本法が誕生している。

「２１世紀型消費者政策」の形成・展開をみることができる。消費者問題が

一層重要性を増し、国が消費者問題を重視し始めたといえる。このような消

費者行政の展開にもかかわらず、消費者被害・トラブルは増加傾向にある。

振り込め詐欺や次々販売など取引をめぐる被害・トラブルは一向に減らない

し、近年、欠陥輸入食品や偽装表示など食生活の安全・安心を揺るがせる深

刻な問題が相次ぎ発生している。 
 
２ 飾 区の現況     
（１） 飾区の人口  

飾区の人口につい て、年齢を３区分にすると次のような状況である。 

                  (住民基本台帳・・・各年１月１日現在) 
年少人口 

(0歳～14歳) 
生産年齢人口 
(15歳～64歳) 

高齢者人口 
(65歳以上) 

年 総人口 
人口 

総人口に

占める割

合(%) 
人口 

総人口に

占める割

合(%) 
人口 

総人口に

占める割

合(%) 
18 426,897 54,046 12.66 287,769 67.41 85,082 19.93 
19 428,131 53,722 12.55 286,180 66.84 88,289 20.61 
20 429,267 53,634 12.49 284,675 66.32 90,958 21.19 

上記の表を分析すると、ライフスタイルの多様化、女性の社会進出など

により、出生率が低下し、子どもの人口が減少傾向にあるとともに、高齢

者人口は増加の一途にある。高齢者人口の総人口に対する構成比は、２０

年度では２３区中５番目である。最近の高齢者人口の増加率を考えると、

飾区においては、７～８年後には４人に１人は（全体の２５％）６５歳 

以上の高齢者になることが予想できる。また、区が行った平成２０年度の

「ひとりぐらし高齢者実態調査報告書」によると、ひとりぐらし高齢者は、
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６５歳以上高齢者の１４．８％、区総人口の３．０％を占めており、前回

の調査（１７年度）に比べると、それぞれ０．２％ずつ増加している。 
（２） 飾区の農業  

   農業者世帯数は約２００世帯、農地面積は約４６ヘクタールである。 

   栽培野菜は主として小松菜であり、ほかにキャベツ、枝豆、ねぎ等も栽

培している。 

   地区別には、水元、奥戸、高砂地区が中心となっている。 

（３） 飾区の工業  

   飾区は城東地域に位置し、都内でも代表的 な工業集積地域である。 

   工場数は２３区中３位であるが、その大半は従業員６人以下の小規模工 

場であるとともに、１工場当たりの出荷額も下位になっている。 

   業種別には、金属製品、一般機械の順になっているが、特徴的なものと 

して、玩具、工業用ゴム、シャープペン・ボールペン、ボルト・ナット、 

装身具などについては全国的にみても主生産地となっている。 

   その他の特徴として、経営者の約７割、従業員の約半数が区内に居住し 

ており、「働く」場所と「住む」場所が近接した「職住近接型」が挙げられ 

る。 
 
３ 飾 区の消費者行政を考える際の基本的視点 
（１） 飾 区消費者行政にとっての条例の重要性 
    飾 区も、消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に伴う問題状況を的確 
  に把握し、国及び東京都の消費者政策・消費者行政の展開を十分に認識し 

て、住民である消費者の権利の実現に向けて、平成２０年に施行された現 
行条例に基づいた実効性のある消費者行政を積極的に展開することが必要 
であることはいうまでもない。 

     ここで、消費者行政にとっての条例の重要性について確認しておくと、 
① 飾 区消費者行政の理念の明確化を図るため、理念を条例に明示するこ 
とが必要であること②消費者行政上の施策を継続的に実施するために、条 
例に施策を明示することが必要であること③訴訟援助など財政的支出を伴 
う施策については、条例に根拠を定めておくことが必要であること④事業 
者指導などを行う場合の根拠を条例に明示しておくことが必要であること 
である。 

（２）区消費者行政推進の際に留意すべき事柄 
    飾 区の消費者行政のあり方を考える際、次のことに留意する必要があ 

る。 
   ① 区が消費者の生活の場であり、消費者にとって最も身近な自治体であ 



 5

ることを認識すること。このことから、住民である消費者が安全で安心 
して暮らせるような地域社会の構築が要請される。 

②  飾 区民は、同時に、都民であり国民であることを認識すること。 
  このことから、東京都や国が実施している施策を 飾 区民が活用でき 
るように必要な施策を講じることが要請される。 

③ 限られた予算・マンパワ－のもとでの、地域特性をよく認識して、実 
効性のある施策を実施すべきであること。このことから、総花的な施策

ではなく、地域特性を踏まえ、まとを絞った実効性が期待できる施策を

実施することが要請される。 
   消費者被害が多発している現況を直視した場合、前記（①）～（③）を

考慮して、早急に取り組むべき施策は、消費者被害の防止・救済に関する

施策、消費生活センタ－の拡充、消費者教育に関する施策及び消費者行政

体制の強化であると考えられる。 
    以下、そのポイントを述べることとする。 
 
４ 飾 区消費者行政が早急に取り組むべき施策 
（１）消費者被害の防止・救済、消費生活センタ－の拡充 
   ① 相談・苦情処理体制の強化 
    消費生活センターは、区の消費者行政の中核施設としての機能を有し 

ているが、現状をみると、その役割が区民にとってわかりづらく、十分 

に認知されているとは思われない。これでは、区民が消費生活に関して 

相談する必要が生じても消費生活センターとしては十分に対応できず、 

その結果、消費者被害が拡大することも考えられる。そこで、消費生活 

センターの持っている役割を十分に果たしていくために、次のような方 

策を提言する。 

   ア センターに関して、「どのような業務を行っているか」、「どこにある 

か」等の周知、広報活動をもっと充実させる。広報紙だけではなく、 

状況に応じてケーブルテレビやＦＭ放送を活用していくべきである。 

   イ 相談者によっては、高齢等の理由により来所、電話いずれも困難な 

ケースがある。この場合、人員の問題もあるとは考えるが、サービス 

充実の観点から、訪問相談にも応ずることができるようにする。 

   ウ 相談時間の設定、休日相談の開設については、相談状況を常に把握 

し、適切に処理していくべきである。 

エ 消費者教育のセンター機能を果たすためには、区内の学校特に小学 

校、中学校との連携を図る必要がある。現在でも、一部の学校につい 

ては講師派遣制度を活用して出前講座を行っているが、これは、当該
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学校の担当教員の考え方に負うところが多く限界がある。今後は、学

校組織全体として関わりを持ってもらえる体制の確立が望まれる。 

オ センターの玄関口ともいえる展示室について、ハード面、ソフト面

から見直しを行う。ハード面では、「区民が入りやすい」ということを

コンセプトに、入り口の装飾、部屋全体の照明、パンフ類の置き方、

机の配置等で工夫が必要である。ソフト面では、常に最新情報を提供

するため、図書類のチェックを行う必要がある。最近は、関係法令の

改正が頻繁に行われていることから特に注意が必要である。区民が古

い情報を基に消費者活動を行ったことにより、被害を受けるようなこ

とがあってはならないからである。また、利用者の視覚、聴覚に訴え

るということで、消費者被害に遭わないように注意を喚起するビデオ

を常時放映するとか、テロップを流すことも効果的と考える。 

カ 近時、関連機関・団体による情報提供が紙媒体ではなく、ホームペ

ージを通じたものに変わりつつある。特に、最新の情報や詳細な情報

は、ホームページにアクセスしないと得られない場合が増えている。

一方、パソコンも、高齢者等、初心者も容易に操作できる機種も市場

に出回り始めている。そこで、センターに数台パソコンを設置し、消

費者が必要な情報を得られるようにすることが要請される。 

キ センターの所在地がわかりづらいので、案内看板の設置等により認

知度を上げるとともに、将来的には、駅に近いなど交通アクセスの良

い場所での業務の実施も検討すべきである。 

  ② 高齢消費者被害の防止 
     ア 高齢消費者被害の早期発見と適切な対応 
       高齢者に身近なヘルパ－、ケアマネジャ－、民生委員等と連携し、 

被害の早期発見システムを構築するとともに、被害の拡大防止・救済 
のために適切に対応することが必要である。 

   イ 成年後見制度の活用支援 
        全国に先駆けて消費生活条例に「成年後見制度の活用等」を明記し 

た 飾 区は、具体的な施策を策定し、先進的な取り組みを進める責務 
がある。高齢者、判断能力が不十分な人たちをタ－ゲットにした悪質 
業者は、次々と現れている。これからも増えることはあっても減るこ 
とはないと思われる。 

        これらの人たちが被害を被らないようにするためには、平成１２年 
度にスタートした成年後見制度の活用が有効と考えられる。年々申立 
件数が増加しているが、その活用はまだ十分とはいえない。 飾 区に 
おける成年後見制度の活用も十分とはいえず、その活用支援を次のと 
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おり積極的に展開する必要がある。 
・ 制度利用者に対する具体的活用に関する丁寧な情報提供ができる 
よう更なる窓口の充実を図るべきであり、消費者向け講座でも取り

上げる必要性がある。 
・ 具体的に制度の活用を考えている人に、制度利用の手続、適切な 
後見人候補、費用、各種の助成制度についての情報提供を行う必要 
がある。 

・ これらの支援を行うためには、福祉分野の「地域包括支援センタ 
ー」「権利擁護センターかつしか」との連携が不可欠であり、成年後

見制度の普及に先進的に取り組んでいる司法書士会・弁護士会との

協働も考えていくことが必要である。 
・ 申立ての経費・後見人の報酬の助成制度として成年後見制度利用 
支援事業があるが、高齢者虐待事例を含む消費者被害などの被害救

済・防止するうえで特別に必要な事例においては、実施するよう事

業計画化すべきである。 
・ 成年後見制度利用支援事業は対象者が限定されており、対象外の 
被害救済等必要事例において経費助成をすべきであることから高齢

者虐待事例を含む 飾 区独自の助成制度を創設する必要がある。 
  ③ 消費者被害情報の住民への周知徹底 
     ア 飾 区が発信する情報のみならず、国民生活センタ－、都消費生活 

総合センター発信の情報をも住民に周知徹底する必要がある。 
     イ 情報伝達方法の工夫  

現状をみると、国、都をはじめとして多くの組織や団体から、消費 

者被害に関して、ポスターの掲示、チラシ、パンフの配布等により情

報の発信が行われている。しかし、この種の情報は、同種の被害事例

が後を絶たないことからも明らかなように、必要としている人に対し

て十分に届いていないのではないかと考える。なぜなら、受け手側の

区民からすると、同じような情報が多過ぎて、どの部分が自分にとっ

て重要なのか非常に不明確になっているからと考える。そこで、効果

的に情報を伝えていくために、次のような方策を提言する。 

・ 不特定多数の人が集まる場所（区役所の待合いロビー、区民事務 

所等）で悪質商法に関するビデオを繰り返し放映する等により、視

覚に訴えることである。特に、文字を読むことが苦手な高齢者につ

いては、区の高齢者施設である「シニア活動支援センター」や「い

こい交流館」はもとより、民間の病院や福祉施設等においても、こ

のような手法をとることは、より効果が上がるものと考える。この
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場合、区は民間施設については、場所の利用等に関して協定の締結

が必要になることもあると考える。 

・ 何か他のことをしながらでも伝わるという点では、ＦＭ放送を活 

用することにより、聴覚に訴えることも有効であると考える。特に、

専業主婦をはじめとした家内労働者のように、基本的には１日同じ

場所で働いている場合には、ＦＭ放送といった耳からのツールを利

用することが多いと考えられるからである。 

（２）消費者教育の拡充 
     単発的な消費者講座を開いてきたが、次のような新たな施策が必要であ 

る。 
    ① 出前講座、講師派遣の周知     
    現状をみると、消費生活に関わる重要なテーマで各種の講座、講演会、 

セミナー等を行っているが、盛り上がりに欠ける事業も見受けられる。 

その原因はいろいろ考えられるが、一番大きい点は、テーマの出し方が 

大きすぎて漠然としているためではないかと考える。そこで、事業の見 

直しを行い、効果的に普及啓発を行っていくために、次のような方策を 

提言する。 

   ア 自治町会、老人会、女性団体、いこい交流館などに消費生活センタ 

ーの職員が出向き、出前講座を積極的に行う。この場合、一方的に注 

意喚起の発信をするだけではなく、消費者被害の実態について体験談 

等を適宜織り交ぜるとか、講義形式ではなく参加型にして井戸端的な 

討論の場を設定する等も効果的である。また、高齢者に対しては、被 

害事例の多い振り込め詐欺、点検商法等を中心にして啓発事業を行う 

べきである。この事業を進めるに当たっては、区内部の福祉部局、あ 

るいは地域包括支援センター、民生委員等との連携強化が、特にひと 

りぐらし高齢者に関しては必要不可欠である。 

   イ 飾区の消費生活条例では他の自治体の条例にはない「成年後見制  

度」の活用に関する規定が設けられている。成年後見制度は、判断能 

力が不十分になった高齢者を支援するためのものであり、今後の超高 

齢化社会においては十分に機能させていく必要がある。そのためには、 

司法書士会とも連携し、事業を通じてこの制度に対する区民の理解を 

高めるとともに、現在指摘されている手続面の煩雑等をなくしていく 

必要がある。 

ウ 現在、区の制度として講師派遣制度があるが、同種の制度が国や都

にもあることから各団体には十分に認知されていないので、今後はこ

の制度の周知に努めていく必要がある。 
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    ② 大学と連携した連続講座の開講 
       消費者問題の多様化・複雑化の状況における従来の一回講座は限界で 

あり、連続講座が必要となっている。とくに、消費者関係法の拡充によ 
って、消費者が身を守る「法的武器」が次々と制定されており、その使 
い方を消費者が学ぶ必要性が増している。法教育が必要となっている。 
これを実現するためには、大学と連携して連続講座を開講することが考 
えられる。この場合、一方の負担が多いとうまく進まないので、双方が 
同程度の負担で関わりを持つことが望ましい。 
③ 長期に継続している事業の見直し 
１９６８年（昭和４３）に消費者保護基本法が制定され、翌６９年（昭 

和４４）に地方自治法が改正され、消費者の保護に関する事務が地方公

共団体の事務として明記された。これに伴い、経済企画庁及び自治省か

ら通達が出され、その内容に基づき、各種の事業が開始された。しかし、

消費者保護基本法が平成１６年に抜本的に改正され、「消費者問題」に関

する考え方が大きく変わっているとともに、内容的に見ても時代に合わ

なくなっているものも見受けられる。事業全体の中で、積極的に見直し

を図っていく必要があり、その一例として、消費生活モニター事業が考

えられる。 
    ④ 早期教育の実施 
       わが国は、法やル－ルが重視される「法化社会」になりつつあり、す 

べての国民、消費者が法的素養、法的知識を身に付ける必要性が増して 
いる。文部科学省・法務省でも中学校で法教育を構想し、準備中である。 
飾 区でも、携帯電話やパソコンの普及に伴い、若者を中心とした被害 

が増加していることから、例えば、中学生向けの「消費者スク－ル」（仮 
称）の実施を検討することが考えられる。そのためには、区内の各学校、 
さらには大学との連携が必要となる。 

    ⑤ 区内学校における消費者教育への支援 
       現在、（財）消費者教育支援センターの活動が十分に活用されていると 

はいいがたい。今後は、区内の小・中・高校の消費者教育担当教員に対 
して、効果的に情報提供を行う必要がある。 

    ⑥ 国・都が実施する消費者向け講座の区民への情報伝達 
       国民生活センタ－、東京都、全国消費生活相談員協会等が実施する講 

座についても積極的に紹介する必要がある。 
（３） 飾 区の消費者行政体制の強化 
    複雑多様化する消費者問題の現況、消費者関係法の拡充及び国や東京都 

の消費者行政の展開を考えた場合、区の消費者行政体制の強化は不可欠で 
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ある。 
    ① 相談員の増員、研修 
  ② 専任職員の増員、研修 
  ③ 「弁護士アドバイザー制度」の導入 
    相談内容の高度化・複雑化に伴い、相談体制のさらなる充実のために、 

相談員に対するアドバイザーとして弁護士を配置すべきである。 
④ 「消費者行政支援専門員」（仮称） の創設  

       専任職員の数、人事異動による交代などを考慮すると、消費者問題、 
国・都の消費者施策に精通しているスタッフを採用して、適切な情報収 
集、情報伝達を図ることが効果的と考えられる。このスタッフを「消費 
者行政支援専門員」（仮称）と呼ぶ。例えば、消費生活相談員経験のある 
者から選任することが適当である。 

  ⑤  ホ－ムペ－ジの改善 
       「消費者」あるいは「消費生活」のキ－ワ－ドで必要な情報にアクセ 

スできるように、ホ－ムペ－ジを改善することが必要である。                                                                                                   
 
５ 安全・安心に暮らせる地域社会の構築 
   飾 区には農家も少なくなく、商店街も多い。これらの地域特性を踏まえ、

食の安全の確保のため、生産者の顔が見える野菜供給のしくみの一層の普及

や高齢消費者の需要を配慮した商品・サ－ビスの提供の確保（例えば、家電

製品の故障対応サ－ビスなど）など、農家や商店街の協力を得て、区民が安

全・安心の生活を送ることができる地域社会を構築することは、消費者に最

も身近な 飾 区が行うべき役割と考える。 
 
 

 
   


